
命
１
つ
る

）
免
延
彦
陞

ノ
ジ
ロ
‐
ア
ス
レ
ー
，
‐

内
閣
人

第
一

一

允
号

起 案

令
和

岩
屋
国
務
大

村加

鈴
木
国
務
大

あ
く
国
務
大
臣

内
閣
総
理
大

高
等
裁

藤
国
務
大

上
国
務
大
臣

判

所
長
官

に
任
命

臣

令
和

令崎武
藤

国
務
大
臣

中 小 ‐憶

年

卓睦
月

繊
ノ連

日
一一

裁上決

pl奏,定

令令令

和|和和

｜ セ
年|年年

確
年
セ泉
国
務
大
臣

野 内
閣
官
房
長
官

す 月
必
へ
日

国
務
大
臣

』

る 内
閣
官
房
副
長
官

決
定
↓
令
和

上
奏
一
令
和

裁
可
←
令
和労牟 裳赤伊 中

セ
年
七
月

年
月

年
月

偽

藤
国
務
大
臣

澤
国
務
大
臣

谷
国
務
大
臣

七月一一‐九
叩ユ施拝

月

日
公
奉

月

幸一巽
月
末 日 日

九
日 《

施
行

公
布

内
閣
総
務
官

I
林 坂

平
国
務
大
臣

令
和

年

令
和

井

国
務
大
臣

国
務
大
臣

年

月
日

月

皐典 日

‐ 可』

内 閣

グ
‐
Ｉ

福

岡
国
務
査
睡

浅
尾
国
務
大
臣
岡



､

4

内 閣

’

●

p

甲

命

卜

｜

I

’

◆

F

2

、

』

■

』

》
■

伊

｡

■

I

’

’

０
口

’

■
１
０

一

１
１

１

（
九
月
八
日
以
降
）



最高裁人任第1243号

令和7年7月25日
1

内閣総理大臣 石 破 茂 殿
旬 Q

最高裁判所長官 今 崎 幸・彦

（公印省略）

4

高等裁判所長官に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお、本件は裁判官会議の議を経たものである。

なが ・ ふち けん いち

(東京高等裁判所判事） 判 事 永 渕 健 一

(発令希望日 令和7年9月8日以降)《､」

｝
I

＆‘:，

一

I

〈



(令和7年9月8日以降）高等裁判所長官任命資格調

根 拠 法 規任 命 資 格年齢氏 名現 職補職さるべき庁

裁判所法第42
条第1項第1号

判事補在職通算
10年以上の者

永 渕 健 一東京高判事 63仙台高長官

4

《



’I 裁 判 所
現
住
所

平
成

本
籍

年年
出
生
地

出
生
地

現
住
所

〃〃〃〃〃〃〃〃

｛
ハ
ー

一
ハ
ー
ー

｛
ハ
ー
ニ

号号四 二五

〃〃
一

〃

月
○ 三四四出’-’四

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日．
一一一一三

○

〃〃 一

○ 三○
一

明
治
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

判
事
補
に
任
命
す
る

判
事
補
に
任
命
す
る

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

佐
賀
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

兼
ね
て
佐
賀
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

佐
賀
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

佐
賀
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

』ト

I

事

出
生
の

年
月
日

年
月
日

氏
名

旧
氏
名

1

項|･＝＝

な
が

ふ
ち

永
渕

昭
和
三
十
七
年
一
月
二
日

昭
和
三
十
七
年
一
月
二
日

内

最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

内

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

〃〃

庁庁

健％閣閣

い
一

ち名名



同 ｜裁 判 所
平
成 年〃〃 〃 〃〃〃〃

一
一
一

七○ 九

画意

〃〃〃

月
七 八 四八四

一

七

1

､ 一■■‐一

○○ ○九○

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
付
を
命
ず
る

東
京
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
付
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

補
に
つ
き
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

大
阪
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

同
時
に
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
退
官
と
な
る

事

1

b

項

内

最
高
裁
判
所

法
務

省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃

庁 永
渕

健

闇

名



’函’ 裁 判 所
平
成 年〃〃〃 〃〃〃〃〃〃

一
一
一

一一一一

一

五

一
一
ハ

一

七

一

八

一

九 号

一
一 月

四四型四

｛ハ 一

一

日
○九

ー ~_

一一 －h一

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
阪
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
阪
高
等
裁
判
所
判
事
の
職
務
代
行
を
命
ず
る

高
知
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

高
知
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

兼
ね
て
高
知
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
高
知
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

高
知
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

平
成
二
十
年
司
法
試
験
（
新
司
法
試
験
）
考
査
委
員
に
任
命

ql

事

け

項

大
阪
高
等
裁
判
所

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

〃 〃〃 〃〃 〃

庁 永
渕

健

名
一



’函’ 裁 判 所

平
成 年〃〃 〃 〃〃 〃

一一一
一
一
一

一一一一一

二
八 二

四 ○ 号

〃 〃

月
四 四 四四！－’ 型’

一

一

八

〃一

八
日

○ 九ー

福
岡
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
を
命
ず
る

福
岡
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

福
岡
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

す
る

福
岡
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
を
免
ず
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

平
成
二
十
年
司
法
試
験
（
新
司
法
試
験
）
考
査
委
員
を
免
ず

任
期
は
平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

お
よ
び
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
任
期
終
了

る
I

事

力

項

最
高
裁
判
所

内

法
務

省

〃 〃 〃

庁 永
渕

健

閣

名
－



’ 裁 判 所

平
成

令
和 年〃 〃〃〃〃〃〃

一

一

八

一一一一

一一一 一

ニーーーー

九○ 号

一一

〃〃

月
七狐八

■■■■■■■■■－

一一一‐一

〃

|員
九○

｛ハ ー

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

事

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

・

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

お
よ
び
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
任
期
終
了

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

41

胃

項

最
高
裁
判
所

内

法
務

省

最
高
裁
判
所

〃〃 〃〃 〃

庁 永
渕

健

閣

名



|l｢言〒1 裁 判 所
令
和 年〃〃 〃 〃〃

四五 三

｛ハ 一一

号

月
○

｛ハ
八

一 一 一

二
八二

四

一。’

日
九 一

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

静
岡
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
者

静
岡
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

静
岡
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

静
岡
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

に
指
名
す
る

し

事

匂

項

最
高
裁
判
所

法
務

省

〃 〃 〃 〃

庁 永
渕

健

名


